
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
号

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
兵
に
よ
る
制
服
・
階
級
章
着
用
に
よ
る
巡
回
と
日
米
地
位
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
兵
に
よ
る
制
服
・
階
級
章
着
用
に
よ
る
巡
回
と
日
米
地
位
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

沖
縄
県
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
軍
隊
関
係
者
に
よ
り
制
服
及
び
階
級
章
を
着
用

し
て
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
・
区
域
外
で
行
わ
れ
る
生
活
指
導
巡
回
（
以
下
「
本
件
巡
回
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て

は
、
合
衆
国
空
軍
第
十
八
航
空
団
か
ら
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
付
け
文
書
に
よ
り
、
沖
縄
県
警
察
、
外
務
省
沖
縄
事
務

所
及
び
那
覇
防
衛
施
設
局
に
対
し
、
こ
れ
を
実
施
し
た
旨
の
連
絡
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
で
は
、
本
件
巡
回
の

内
容
に
つ
い
て
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
午
前
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
、
巡
回
員
は
合
衆
国
軍
隊
の
全

部
隊
か
ら
募
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
、
巡
回
員
は
憲
兵
関
係
者
で
は
な
い
こ
と
、
巡
回
員
は
法
を
執
行
す
る
権
限

を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
巡
回
員
は
飲
食
店
内
へ
の
立
入
り
は
行
わ
な
い
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
に
対
し
、
本
件
巡
回
が
合
衆
国
軍
隊
関
係
者
の
規
律
維
持
及
び
合
衆
国
軍
隊
関
係
者
に
よ

る
事
件
・
事
故
の
防
止
と
い
う
目
的
や
前
記
文
書
の
内
容
を
遵
守
し
つ
つ
実
施
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
沖
縄
県

警
察
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
に
対
し
、
本
件
巡
回
が
そ
の
目
的
や
前
記
文
書
の
内
容
を
遵
守
し
て
い
な
い
も
の
と
の
誤

一



解
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
本
件
巡
回
が
、
そ
の
目
的

等
を
遵
守
し
つ
つ
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
軍
隊
関
係
者
に
よ
る
事
件
・
事
故
の
未
然
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
件
巡
回
の
目
的
は
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
従
来
か
ら
嘉
手
納
飛
行
場
ゲ
ー
ト
�
付
近
に
お
い
て
実
施

さ
れ
て
い
た
私
服
に
よ
る
生
活
指
導
巡
回
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
合
衆
国
軍
隊

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
巡
回
員
の
主
な
活
動
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
合
衆
国
軍
隊
関
係
者
を
自
宅
又
は

施
設
・
区
域
の
中
へ
戻
る
よ
う
に
促
す
こ
と
等
で
あ
り
、
武
器
は
携
行
せ
ず
、
ま
た
、
強
制
的
手
段
は
と
ら
な
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
し
て
は
、
巡
回
員
が
制
服
を
着
用
し
て
生
活
指
導
巡
回
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
従
来
の
私

服
に
よ
る
生
活
指
導
巡
回
と
同
様
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ

く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「

日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
上
問
題
に
な
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
合
意
形
成
」
が
い
か
な
る
も
の
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
巡
回
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
は
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
我
が
国
政
府
の
事
前
の
同
意
の
有
無
を
問
わ
ず
、
本
件
巡
回
が
日
米

地
位
協
定
上
問
題
と
な
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

三


